
     
 

 

 

貸出金等の状況 

 

国際協力銀行は、平成 12 年度より資産内容に関するディスクロージャーの一層の充実及び信用リスクの内部管理

への活用を目的として、金融庁の「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」（平成 20 年 3 月 17 日最終改正。以

下「金融検査マニュアル」という。）に基づく資産自己査定を実施してきております。 

当行の特徴として途上国政府等向けの公的債権と位置付けられる与信が多いことがあげられます。この公的債権に

ついては、債務国の経済状況等により返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済を可能とするた

めに、債権国間の国際的合意（パリクラブ合意）に基づき債務繰延べを行うことがあります。この一時的な流動性支

援のなかで、債務国は国際通貨基金（IMF）との間で合意した経済改革プログラムを実施し、持続可能な債務返済能

力を確保していくことになります。 

パリクラブ合意により繰延べられた債権の回収の蓋然性に関しては、この国際的な枠組みによる債権保全メカニズ

ムという民間金融機関にはない公的債権の特性があるものの、民間金融機関との比較を容易にする観点から、当行が

行う債務者区分で要注意先となった債務国向けの繰延べ公的債権については、原則、その形式に照らし、開示対象と

して貸出条件緩和債権（銀行法）及び要管理債権（金融再生法）に分類しています。（注 1） 

なお、資産自己査定の結果については、以下に掲げるリスク管理債権及び金融再生法基準による開示債権並びに貸

倒引当金計上額を含めて、「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金

の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号）に準拠した新日本有限責任監査

法人による監査を受けております。 

 

１．リスク管理債権 

下表は、資産自己査定を踏まえ、民間金融機関のリスク管理債権開示基準（銀行法施行規則第 19 条の 2 第 1 項第

5号ロ）に基づき分類を行ったものです。 

 

リスク管理債権における各債権の定義は以下のとおりです。 

（１） 破綻先債権 

元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見

込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。）のうち、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申

立て、民事再生法の規定による再生手続開始の申立て、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社法の規定に

よる整理開始又は特別清算開始の申立て、又は手形交換所による取引停止処分を受けた債務者に対する貸出金です。

（注 2） 

（２） 延滞債権 

未収利息不計上貸出金であって、「破綻先債権」及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支

払を猶予した貸出金以外の貸出金です。 



     
（３） 3 カ月以上延滞債権 

元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から 3カ月以上延滞している貸出金で、「破綻先債権」及び「延滞債権」

に該当しないものです。 

（４） 貸出条件緩和債権 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金で、「破綻先債権」、「延滞債権」及び「3カ月以上延滞債権」に該当しないものです。

（注 3） 

破綻先債権 35,877           -                35,877           

延滞債権 109,166          73,367           182,533          

3ヵ月以上延滞債権 -                -                -                

貸出条件緩和債権 107,940          668,789          776,730          

合計① 252,985         742,156        995,141          

貸出金残高合計② 6,810,466        10,921,146       17,731,612       

①/②（％） 3.71             6.80             5.61             

（単位：百万円）

国際金融等勘定 海外経済協力勘定

合計（平成20年9月末） （平成20年9月末）

 

 

２．金融再生法基準による開示債権及び保全状況 

下表は、資産自己査定を踏まえ、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下、「金融再生法」という。）

による開示基準（金融再生法施行規則第 4条）に基づき分類を行ったものです。 

 

金融再生法基準における各債権の定義は以下のとおりです。 

（１） 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権で

あり、資産自己査定に基づく債務者区分における実質破綻先に対する債権及び破綻先に対する債権です。 

（２） 危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及

び利息の受取りができない可能性の高い債権であり、資産自己査定に基づく債務者区分における破綻懸念先に対する

債権です。 

（３） 要管理債権 

資産自己査定に基づく債務者区分における要注意先に対する債権のうち、3カ月以上延滞債権(元本又は利息の支

払が、約定支払日の翌日を起算日として 3 カ月以上延滞している貸出債権(「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」

及び「危険債権」を除く。)をいう。)及び貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当

該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権

(「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」並びに「3カ月以上延滞債権」を除く。)をいう。)で

す。（注 3） 

（４） 正常債権 

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債



     
権」及び「要管理債権」以外のものに区分される債権であり、資産自己査定に基づく債務者区分における正常先に対

する債権及び要注意先に対する債権のうち要管理債権に該当する債権以外の債権です。 

（単位：百万円）

破産更生債権及び

これらに準ずる債権

危険債権 109,166 (1.29) 73,367 (0.67) 182,533 (0.94)

要管理債権 107,940 (1.28) 668,789 (6.09) 776,730 (4.00)

小計 252,985 (2.99) 742,156 (6.76) 995,141 (5.12)

正常債権 8,195,819 (97.01) 10,235,375 (93.24) 18,431,194 (94.88)

破産更生債権及び

これらに準ずる債権

危険債権 90,293 50,319 140,613

要管理債権 3,677 44,200 47,877

小計 93,971 94,520 188,491

要管理債権以外の債権に
対する一般貸倒引当金 17,393 24,972 42,365

特定海外債権引当金 14,948 - 14,948

合計 126,312 119,492 245,805

破産更生債権及び

これらに準ずる債権

危険債権 1,503 - 1,503

要管理債権 33,344 - 33,344

小計 70,725 - 70,725

破産更生債権及び

保全額※※ これらに準ずる債権

（保全率％） 危険債権 91,797 (84.09) 50,319 (68.59) 142,117 (77.86)

要管理債権 37,021 (34.30) 44,200 (6.61) 81,222 (10.46)

小計 164,697 (65.10) 94,520 (12.74) 259,217 (26.05)

貸倒引当金※

35,877

--

35,877 (100.00)

担保・保証等

35,877 -

35,877 (100.00) - (-)

35,877 (0.42)

-　

合計
平成20年9月末 平成20年9月末

貸出金等※
（総与信に占め
る比率、％）

- (-)

国際金融等勘定 海外経済協力勘定

35,877 (0.18)

 

 

※ 資産自己査定に基づき、破綻先及び実質破綻先に対する債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認め

られる額を控除した残額については、取立不能見込額として債権額から直接減額しており（国際金融等勘定 4,442

百万円）、上表の貸出金等及び貸倒引当金の額には含まれておりません。 

※※ 保全額は、各債権額に対する貸倒引当金と担保・保証等の額の合計であり、保全率は貸出金等の額に対する保全額

のカバー率です。 

 

（注1） 平成 16 年 12 月のスマトラ沖大地震及びインド洋津波の被災国に関し、その被害の復旧・復興を支援す

る観点から、公的債権について被災国から要請がある場合は当面の債務支払猶予（モラトリアム）を認

めることにつき、我が国を含む主要債権国は、債権国会議（パリクラブ）で合意しています。具体的に

は、被災国の期日どおりの債務支払を平成 17 年 12 月 31 日まで期待しないこと及び支払猶予された額

につき 1 年間の据置期間を含む５年間の支払とすることを主要債権国は表明しており、パリクラブに対

しモラトリアムを要請してきた被災国はインドネシア及びスリランカの 2 カ国です。当該要請のあった



     
被災国に対する債権のうち、平成 20 年 9 月末時点における本措置による支払猶予対象元本残高は、国際

金融等勘定 3,700 百万円、海外経済協力勘定 72,484 百万円となっております。本措置に関する債権につ

いては、国際的な枠組みの下で、債務者の返済能力には影響がなく、今次災害の被害からの復旧・復興

を支援する観点から、一時的に債務の支払を猶予するとの方針にて一致したことに基づき貸出条件の変

更を行っていることも踏まえ、リスク管理債権及び金融再生法基準による開示債権には含めておりませ

ん。 

（注2） 民間金融機関における「リスク管理債権」の開示基準を定めた銀行法施行規則第 19 条の 2 第 1項第 5 号

ロによれば、外国の公的債務者に対する債権に関し、①期末以前 3 年間において、元本・利息等の支払

がないこと、②期末以前 3 年間において、債務の履行期限の延長に関する契約の締結等を行っていない

こと、③期末において、債務の履行期限の延長に関する契約の締結等を行う具体的な計画を有していな

いこと、の全ての要件を満たす債務者に対する貸出金を「破綻先債権」として開示する旨規定されてい

ますが、上記開示においては、後述の公的債権にかかる国際協調の枠組みを勘案の上、かかる外国の公

的債務者を、資産自己査定に基づく債務者区分において「破綻懸念先」に区分し、リスク管理債権の開

示においては、「延滞債権」に含めています。 

（注3） 国際収支状況の悪化等により、公的対外債務（債権者が国、貿易保険、輸出信用機関等の公的機関であ

る債務）の返済が一時的に困難となった債務国に対しては、債権国会議（パリクラブ）の場において債

務繰延べ（リスケジュール）が国際的に合意され、債務国政府に対する一時的な流動性支援（国際協調

の枠組みの下での国際収支支援）が実施されます。この一時的な流動性支援の中で、債務国は IMF（国

際通貨基金）との間で合意された経済改革プログラムを実施し、債務返済が継続されていくこととなり

ます。当行の外国政府等に対する債権のうち、平成 20 年度末時点で、パリクラブにおいて債務繰延べ合

意がなされている債権の繰延べ対象元本残高は、国際金融等勘定 329,555 百万円、海外経済協力勘定

1,222,583 百万円となっています。 

債務者区分が要注意先となっている債務国向け債権のうち、債務繰延べ合意がなされている債権につい

ては、3 ヶ月以上延滞債権に該当するものを除き、原則として貸出条件緩和債権として分類しておりま

す。上表に掲げた貸出条件緩和債権額のうち、かかる債権額は、国際金融等勘定 74,571 百万円（うち繰

延べ対象元本残高は 71,149 百万円）、海外経済協力勘定 668,789 百万円（うち繰延べ対象元本残高は

528,995 百万円）となっています。 

 


